
　医療安全を担当する医師として医療を取り巻く環境

について、多くの心配があります。ここでは、感じて

いることを書いてみます。医療に関わる裁判でマスコ

ミに大きくとりあげられているものがあります。一つ

は、「割りばし事件」です。４歳の男児が綿アメの割

りばしでのどを刺し、救急外来を受診、医師はのどの

診察と、傷の処置をして帰宅させ、翌朝に男児は死亡。

診察した医師が業務上過失致死罪で起訴　１審・２審

とも無罪になっている事例です。もう一つは、「帝王

切開後の妊婦死亡に関わる事件」です。この件は帝王

切開術をうけた女性が死亡したのは医師の胎盤剥離術

に問題ありということで警察は医師を逮捕、業務上過

失致死罪および医師法２１条違反で裁判が進行中です。

　このようなことが実際に起こっている現状をみるにつ

け、医師は医療行為により訴えられたり、逮捕されたり

することを避けるために、以前にくらべ、診断困難な救

急医療や危険度の高い医療への取り組みを尻ごみする状

況にあります。「萎縮医療」と呼ばれています。

この傾向は若い医師たちにも影響し、外科や、訴訟リス

クの高い産婦人科の志望者が少なくなっているのも事実
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です。これは、今後の医療を考える上で大きな問題です。

　医療行為の結果が悪かった場合、訴訟となったり、

逮捕される事態になるようでは、当然のごとく困難な

医療行為から撤退するようになります。「手術をしな

い病院」などがマスコミに取り上げられるようになっ

ていますが、それほどまでに医療が追い詰められてい

るということでもあります。これからの医療への警鐘

でしょうか。医療を提供する側も、医療を受ける側も

よくよく考えなければなりません。

　現在、厚労省は「死因究明等の在り方検討会」の中

で調査委員会を設置する試案を提示し議論をすすめて

います。診療関連死の定義、調査結果の活用法などに、

さまざまな意見がだされています。病院としては、医

療を安全に提供することが課題ですが、医療システ

ムとして医療関係者が積極的に医療に取り組める環境

整備も重要です。そのためには、調査委員会の目的が

医療関係者を罰することを前提とした犯人探しとなら

ず、再発防止にむけた安全対策を検討する場になって

ほしいと考えています。

萎縮医療からの
　脱却をめざして

　　　　　　副院長
　　　  　　　　石原　茂樹

～なでしこらむ～～～～～～～～～～～
　今年は久しぶりに群馬の冬を感じられた寒い冬で、春を迎え
てもしばらく寒い日が続きました。
　今回は春の花シラネアオイです。花言葉は、優美・完全な美。
漢字で書くと白根葵。日光白根山に多く自生しています。
撮影：新井利雄さん
　※写真がご趣味の患者さん、ぜひ１階地域連携室までご連絡
ください。

～～～～～～～～～～～～～～～～



AEDで救命に成功！

　これは、心室細動（放置すると数分で死に至る激

しい不整脈）の緊急治療のために電気ショックをか

ける器械で、近年、駅・空港・学校などに置かれ始

めています。

　当院でこのAEDが人の命を助けたことがありま

したので、報告いたします。

　2007年夏の暑い日の夕方、60歳代の男性が「さっ

きから胸が苦しいんだ」と言って自分で歩いて来院

されました。看護師が患者さんを救急外来のベッド

に誘導し、当直医の私を呼んだのですが、その直後

に患者さんはベッドの上で意識をなくしてしまいま

した。確認すると、呼吸が停止し脈が触れません。

成人でこのように急に意識がなくなって呼吸・脈が

ない場合、上記の心室細動が原因であることが多い

のです。治療が遅れれば1分ごとに命が助かる確率

が10％ずつ低下してしまう、という緊急事態です。

そこで私たちは、大声で人を集めつつ心臓マッサー

ジを開始、そして集まった職員に外来からAEDを

持ってきてもらいました。

　電源を入れ、患者さんに電極を装着して解析ボタ

ンを押したところ、「（電気）ショックの適応があり

ます」と音声が流れました。つまり患者さんは確か

に心室細動になっていたのです。そのまま通電ボタ

 

ンを押し電気ショックがかかりました。瞬時で心室

細動は治まり患者さんは意識を取り戻しました。

　実はこの患者さんは急性心筋梗塞になっており、

心室細動が起こりやすくなっていたのでした。その

まま循環器内科に入院し、緊急カテーテル治療で心

臓の血管（冠動脈）を拡張することができました。

そして14日後に退院し、元と変わらない生活を送っ

ておられます。

　目の前で人が倒れると、誰もがあせるでしょう。

しかしAEDは操作法が簡単なので、そのように動

転したときにも、扱いやすく速やかに治療ができる

ようになっています。

　当院でも事務職を含む全職員を対象に講習会を開

いております。そして少しずつ救命の輪を広げ、理

想的にはすべての市民の方々がAEDを使用できる

ようになれば、と考えております。みなさんもまず

は院内のAEDを見つけたら興味を持って覗いてみ

てください（ただしケースをあけるのは実際に使用

するときだけにしてくださいね）。

♥♥

院内の各所に自動体外式除細動
器（AED）が設置されているの
にお気づきでしょうか？ 循環器内科部長

　　　　池田　士郎

自動体外式除細動器 (AED)

全病棟、外来フロアなど院内の11ヵ所に設置



新さわやか健診・後期高齢者健診・がん検診が始まります♥♥

新さわやか健診（特定健診・特定保健指導）
　平成20年4月から、健診担当が各市町村から国民健康保険や社会保険などの医療保険者に引き継がれます。

　これに伴い、前橋市では、従来の「さわやか健診」を見直し、特定健診が同時に受けられる「新さわやか健診」

に名称変更し、特定健診・特定保健指導が実施されます。

　「新さわやか健診」では40～ 74歳の方を対象として、生活習慣病を予防しメタボリックシンドローム

の予防、改善を目的とした健診が実施されます。さらに健診結果から必要度に応じて、メタボリックシン

ドロームの予防、改善に有用な情報提供、専門家からのアドバイスなどの「特定保健指導」（動機付け・積

極的支援）が行われます。

　75歳以上の方は、「後期高齢者医療制度（長寿医療制度）」という新しい制度で医療を受けることになり、

特定健診並みの 「後期高齢者健診」が行われます。

　群馬県済生会前橋病院では、新さわやか健診を受けられた方で「特定

保健指導」（動機付け・積極的支援）が必要な場合には、当院検診センター

で専門の医師、保健師、管理栄養士による保健指導を受けることができ

ます。

 がん検診
　がん検診は従来どおり、胃がん、大腸がん、前立腺がん、乳腺甲状腺

がん、子宮がん検診が実施されますので、「新さわやか健診」「後期高齢

者健診」とあわせて予防医学、健康管理を行うことをお勧めします。

 当院で受診される方は・・・・
 　当院では、平成20年度から新さわやか健診・がん検診を行ないます。
　待ち時間が少なく健診が受けられるように、原則として予約制としております。予約枠に空きがあれば、

当日に健診実施が可能な場合もありますが、できる限り予約を取っていただくようお願いいたします。

　例年、11月以降の年度後半に希望される方が多く、ご希望に十分対応できなくなることが予想されますので、

早めに新さわやか健診・後期高齢者健診・がん検診を、電話或いはご来院時にご予約の上受診されますようご

案内申し上げます。

　昨年４月より１階中央待合に図書コーナーを設置

いたしました。これは、外来にいらした患者さんが、

診察や会計、お薬の待ち時間にお読みいただいたり、

入院患者さんが療養中にお読みいただけるようにと

考えたためです。患者さんが興味をお持ちの健康や

病気に関してのものや、食についての本、また、小

さい子供さんには、絵本や漫画など、幅広く約1,000

冊の本を配置いたしました。これらの本は、前橋市

市立図書館(廃棄図書の再利用)や県立図書館(除

籍図書)より趣旨をご理解いただき頂いたものです。

　図書コーナーを設置したことで、「待ち時間が

苦痛でなくなった」、「薬の本を見て勉強になった」

など、患者さんから喜びの声をいただきました。

　今後は、より幅広い本の設置を予定しており、

患者さんや地域の皆様からも本のご提供をいただ

ければと考えております。

（受付先：１階地域連携室）

図書コーナーのご案内

中央待合に設置された図書コーナー



呼吸療法認定士の紹介

　この資格は、日本胸部外科学会、日本呼吸器学会、

日本麻酔科学会が合同して 1996年から開始され、

講習と試験により資格が与えられます。受験資格は、

臨床工学技士、看護師、准看護師、理学療法士の中

で 2年以上（准看護師は 3年）の実務経験を持っ

た人です。現在、当院には認定取得者が8名います。

　呼吸器の障害は、上気道の狭窄や閉塞、閉塞性・

拘束性肺疾患、呼吸中枢の障害、肺血管系障害など

で起こり、酸素及び二酸化炭素のガス交換が障害さ

れると、呼吸機能の低下に伴い日常生活にも影響が

及びます。急性期、慢性期、共に身体的・心理社会

的にも援助が必要となり、総合的な評価を行い適切

な指導が要求されます。

　実際の呼吸療法認定士の主な業務内容を紹介しま

す。当院の呼吸器外来においては、「息切れがする、

階段を登ると息苦しい、咳が続いている」など様々

な症状で来院される方がいます。また、在宅で酸素

療法を行っている方もいらっしゃいます。そういっ

た呼吸機能に障害がある方が、少しでも楽に過ごせ、

普通の生活を送ることができるように、生活指導や

在宅酸素療法の説明、及び自宅で行える呼吸リハビ

リ等について支援し、またそれぞれ、医師や他部署

と連携を図りながら、より良い呼吸ケアが提供でき

るように活動を行っています。

　病棟での人工呼吸管理は、侵襲の大きな手術後や

呼吸不全はもちろん、循環不全、代謝不全、中枢神

経障害なども適応となるため、すべての診療科で人

工呼吸器を管理できる環境を整えておく必要があり

ます。医師とともに医療チームを構成する呼吸療法

認定士は、人工呼吸器の操作と保守管理を臨床工学

技士、全身状態の評価と身体的ケアを看護師、呼吸

訓練と運動療法を理学療法士とそれぞれの専門知識

を活かし、効果的な呼吸療法を実践することを目標

としています。

　今後の取り組みとしましては、呼吸器の障害を持

つ方々の支援を標準化し、他職種ともチームを組ん

でアプローチしていけたらと考えています。

♥♥

呼吸療法認定士
（看護師）

今井　　恵

「呼吸は、人間が生命を維持していく上で
基盤となる大事な機能です。」

呼吸療法認定士
（臨床工学技士）

高橋　公徳

専門知識で患者さんをケアしています



講演会報告

　2008年 3月 8日（土）、『腎臓相談会』を開催い

たしました。これは、普段あまりなじみのない腎臓

病について、地域の皆さんに知っていただき、健康

管理に役立てていただこうと実施したものです。

　今回は腎臓内科部長の菅医師が「腎臓病とうまく

つきあうには」のテーマで講演を行いました。会場

には、予想を大幅に上回る 150名を超える方にご

来場いただき、身動きが取れないような状況でした

ので窮屈な思いをおかけしてしまいましたが、ご来

場者からは、勉強になった、役に立ったとの言葉を

いただき、大盛況の会になったことにスタッフ一同

感激しております。

　今後も地域の皆さんに役に立つ行事を実施してま

いりたいと考えています。

　

♥♥

子どもの救急ってどんなとき？

腎臓病とうまくつきあうには

　2008年 3月5日（水）群馬県地域防災センター

において、小児科部長の大島医師が『子どもの救急っ

てどんなとき？　小児科医が語る子どもの救急対処

法講座』と題し、子どもの救急対処法について講演

しました。講演には小さい子どものお母さんを中心

に100名近くの方が参加し、熱心にメモを取りなが

ら聴いていました。人形を使って心臓マッサージの

方法を説明したり、実際の誤飲のレントゲンを見て

注意を促すなどし、多数の質問を受けていました。

消化器疾患
　2008年 3月 4日（火）旧西武跡地に新装なった

中央公民館の前橋プラザ元気２１に於いて、消化器

内科部長の家﨑医師が『便潜血陽性』について講演

いたしました。東地区の高齢者教室として昨年実施

したもので、聴講者の評判が大変良く、東地区の生

涯教育奨励員さんを対象に第２回目を実施、さらに

今回は前橋市高齢者自主学習団体連絡協議会役員の

方に第３回目として実施したものです。実際の内視

鏡検査の様子のビデオには、本物の消化器の画像が

映し出され、出席者からは初めて見た、良かったな

どの感想が聞かれ、大変好評でした。

　予想をはるかに超
える参加者にスタッ
フも右往左往でし
た。ご来場ありがと
うございました。

初めて見る消化器の映像にビックリ

子どもの人形を使い説明




